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(57)【要約】
【課題】建物躯体の耐久性を長期的に維持することが可
能な建築構造材の接合構造を提供することを目的とする
。
【解決手段】一対の棒状部材２１，２１と、木質パネル
２３で構成された腹材２２とを備える建築構造材２０同
士を接合してなる建築構造材２０の接合構造であって、
建築構造材２０を垂直に配置してなる柱２，２の上端部
間に、建築構造材２０を水平に配置してなる梁３が架設
されており、これら柱２用の建築構造材２０と梁３用の
建築構造材２０とは、互いの棒状部材２１同士を連結金
具３０によって連結するようにして接合されていること
を特徴とする。これにより、高い強度の建築構造材を得
ることができるとともに、柱用の建築構造材と梁用の建
築構造材とを確実かつ強固に接合できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向と直交する方向に所定の間隔をあけて配置される一対の棒状部材と、これら一
対の棒状部材間に設けられるとともに、縦横の框材を矩形枠状に組み立ててなる枠体と、
この枠体の両面に貼設される面材とを有する木質パネルで構成された腹材とを備える建築
構造材同士を接合してなる建築構造材の接合構造であって、
　前記建築構造材を垂直に配置してなる柱の上端部に、前記建築構造材を水平に配置して
なる梁の側端部が、互いの棒状部材同士を連結金具によって連結するようにして接合され
ていることを特徴とする建築構造材の接合構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の建築構造材の接合構造において、
　前記梁用の建築構造材の一対の棒状部材のうち、上方に位置する棒状部材は、前記柱用
の建築構造材の上端面に載置されており、
　下方に位置する棒状部材は、前記柱用の建築構造材の棒状部材の側面に、この棒状部材
の端面と前記柱用の建築構造材の側面とを前記連結金具によって連結するようにして取り
付けられていることを特徴とする建築構造材の接合構造。
【請求項３】
　請求項２に記載の建築構造材の接合構造において、
　前記連結金具は、前記下方に位置する棒状部材の端面と、前記柱用の建築構造材の棒状
部材の側面との間に配置され、少なくとも一側面に開口部を有する金属製の連結ボックス
と、
　前記下方に位置する棒状部材の端面に埋設固定され、前記連結ボックスに挿し込まれる
第１ボルトと、
　前記柱用の建築構造材の棒状部材の側面に埋設固定され、前記連結ボックスに挿し込ま
れる第２ボルトと、
　前記連結ボックスにその開口部から挿入されたうえで、前記第１ボルトに螺合して締め
付けられる第１ナットと、
　前記連結ボックスにその開口部から挿入されたうえで、前記第２ボルトに螺合して締め
付けられる第２ナットとを備えていることを特徴とする建築構造材の接合構造。
【請求項４】
　請求項３に記載の建築構造材の接合構造において、
　前記梁となる建築構造材の棒状部材の先端には、先端面および先端部外周面を覆う座金
が設けられていることを特徴とする建築構造材の接合構造。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の建築構造材の接合構造において、
　前記柱用の建築構造材には、この建築構造材の梁側面から内部にかけて、前記下方に位
置する棒状部材の延長線に沿ってボルト挿通孔が形成されており、
　前記連結金具は、前記第２ボルトに、継手ナットを介して継手されるとともに前記ボル
ト挿通孔に挿入固定される延長ボルトを備えており、
　前記ボルト挿通孔の、第２ボルトと延長ボルトとが前記継手ナットによって継手される
べき位置には、この継手ナットの形状に合わせて切り欠かれた切欠部が形成されているこ
とを特徴とする建築構造材の接合構造。
【請求項６】
　長手方向と直交する方向に所定の間隔をあけて配置される一対の棒状部材と、これら一
対の棒状部材間に設けられるとともに、縦横の框材を矩形枠状に組み立ててなる枠体と、
この枠体の両面に貼設される面材とを有する木質パネルで構成された腹材とを備える建築
構造材同士を接合してなる建築構造材の接合構造であって、
　前記建築構造材を垂直に配置してなる建物下階の柱の上方に、前記建築構造材を水平に
配置してなる梁と建物上階の床とを介して、前記建築構造材を垂直に配置してなる建物上
階の柱が設けられており、
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　これら建物下階および建物上階の柱用の建築構造材同士は、前記梁用の建築構造材と建
物上階の床とを介して、互いの棒状部材同士を連結金具によって連結するようにして接合
されていることを特徴とする建築構造材の接合構造。
【請求項７】
　請求項６に記載の建築構造材の接合構造において、
　前記梁用の建築構造材の一端部は、前記建物下階の柱用の建築構造材の上端部に、該梁
用の建築構造材の一対の棒状部材のうちの上方に位置する棒状部材を、前記建物下階の柱
用の建築構造材の上端面に載置するようにして取り付けられており、
　前記上階の床の端部は、前記梁用の建築構造材の上方に位置する棒状部材の上面に載置
されており、
　前記梁用の建築構造材の上方の棒状部材と上階の床の端部とには、前記建物下階および
建物上階の柱用の建築構造材の一対の棒状部材同士をそれぞれ結ぶ直線に沿って貫通孔が
形成されており、
　前記連結金具は、前記建物下階の柱用の建築構造材の一対の棒状部材の端面と、前記建
物上階の柱用の建築構造材の一対の棒状部材の端面との間にそれぞれ配置され、少なくと
も一側面に開口部を有する金属製の連結ボックスと、
　前記建物上階の柱用の建築構造材の一対の棒状部材の端面にそれぞれ埋設固定され、前
記連結ボックスに挿し込まれる第１ボルトと、
　前記連結ボックスにそれぞれ挿し込まれるとともに前記貫通孔に挿通される第２ボルト
と、
　この第２ボルトに、継手ナットを介して継手されるとともに前記建物下階の柱用の建築
構造材の一対の棒状部材の端面にそれぞれ埋設固定される延長ボルトと、
　前記連結ボックスにその開口部から挿入されたうえで、前記第１ボルトに螺合して締め
付けられる第１ナットと、
　前記連結ボックスにその開口部から挿入されたうえで、前記第２ボルトに螺合して締め
付けられる第２ナットとを備えていることを特徴とする建築構造材の接合構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅等の建物の建物躯体を構成する建築構造材の接合構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、住宅等の建物として、長期間の構造的耐久性を有しつつ、居住空間の可変性を有
した、所謂、スケルトン・インフィル住宅が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　スケルトンとは、住宅の柱や梁や床等の建物躯体部分を意味し、インフィルとは、スケ
ルトンの内側の住宅間取り全体を含む内装・設備等を意味する。
　スケルトン・インフィル住宅は、スケルトンとインフィルとを構造的に分離した構成と
し、スケルトンを高強度に構築して、長期間の耐久性を有するようにするとともに、間取
りや内装・設備等を、可変性を有するように構成したものである。
　したがって、スケルトン・インフィル住宅は、長年に亘って居住することができ、かつ
居住者のライフスタイルや家族構成の変化に応じて、あるいは居住者の多様なニーズに合
わせて、比較的容易に改装することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平２００８－０５０８３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば枠組壁工法や在来軸組工法等の既存の構造は、柱や梁あるいは耐力壁等の建築構
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造材で、屋根や床等の上部構造の荷重や積載荷重を支持するように構成されている。
　ところで、スケルトン・インフィル住宅は、上述のように長期間の耐久性を有するもの
としなければならない。ところが、既存の構造における柱や梁、耐力壁等の建築構造材で
は、スケルトン（以下、建物躯体）を高強度に構築するための十分な強度を得られない場
合がある。
【０００５】
　本発明の課題は、建物躯体の長期的な耐久性を実現する高強度な建築構造材の接合構造
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１，図３および図４に示すように、長手方向と直交
する方向に所定の間隔をあけて配置される一対の棒状部材２１，２１と、これら一対の棒
状部材２１，２１間に設けられるとともに、縦横の框材２４ａを矩形枠状に組み立ててな
る枠体２４と、この枠体２４の両面に貼設される面材２５とを有する木質パネル２３で構
成された腹材２２とを備える建築構造材２０同士を接合してなる建築構造材２０の接合構
造であって、
　前記建築構造材２０を垂直に配置してなる柱２の上端部に、前記建築構造材２０を水平
に配置してなる梁３の側端部が、互いの棒状部材２１同士を連結金具３０によって連結す
るようにして接合されていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、前記建築構造材２０は、長手方向と直交する方向に所
定の間隔をあけて配置される一対の棒状部材２１，２１と、これら一対の棒状部材２１，
２１間に設けられるとともに、縦横の框材２４ａを矩形枠状に組み立ててなる枠体２４と
、この枠体２４の両面に貼設される面材２５とを有する木質パネル２３で構成された腹材
２２とを備えているので、腹材２２自体の強度を確保できる。さらに、この高強度な腹材
２２を一対の棒状部材２１，２１間に挟み込むようにして設けるので、例えば腹材２２だ
けで建築構造材２０を形成するよりも、さらに高い強度の建築構造材２０を得ることがで
きる。
　さらに、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる柱２の上端部に、前記建築構造材２
０を水平に配置してなる梁３の側端部が、互いの棒状部材２１同士を連結金具３０によっ
て連結するようにして接合されているので、柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１と、
梁３用の建築構造材２０の棒状部材２１とを強固に連結することができ、延いては、前記
柱２用の建築構造材２０と梁３用の建築構造材とを確実かつ強固に接合することが可能と
なる。
　そして、このように高強度な建築構造材２０同士を、確実かつ強固に接合できることに
よって、屋根や床等の上部構造の荷重や積載荷重を確実かつ十分に支持することが可能な
建物躯体１を構成することができので、建物躯体１の長期的な耐久性の維持を実現するこ
とが可能となる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１，図３および図４に示すように、請求項１に記載
の建築構造材２０の接合構造において、
　前記梁３用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１のうち、上方に位置する棒状
部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の上端面に載置されており、
　下方に位置する棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面に
、この棒状部材２１の端面と前記柱２用の建築構造材２０の側面とを前記連結金具３０に
よって連結するようにして取り付けられていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、前記梁３用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，
２１のうち、上方に位置する棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の上端面に載
置されており、下方に位置する棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材
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２１の側面に取り付けられているので、前記上方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用
の建築構造材２０とを梁勝ち納まりとすることができ、前記下方に位置する棒状部材２１
と、前記柱２用の建築構造材２０とを柱勝ち納まりとすることができる。
　これによって、前記柱２と梁３とを、単に梁勝ちに納めたり、単に柱勝ちに納めたりす
る場合に比して強固に接合できるので、より高い強度の門型フレーム４を得ることができ
る。
　また、前記柱２用の建築構造材２０の下方に位置する棒状部材２１の端面と前記柱２用
の建築構造材２０の側面とを前記連結金具３０によって連結することによって、これら下
方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面とを強
固に連結することができるので、前記柱２用の建築構造材２０と梁３用の建築構造材とを
より確実かつ強固に接合することが可能となる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図３および図４に示すように、請求項２に記載の建築
構造材２０の接合構造において、
　前記連結金具３０は、前記下方に位置する棒状部材２１の端面と、前記柱２用の建築構
造材２０の棒状部材２１の側面との間に配置され、少なくとも一側面に開口部３１ａを有
する金属製の連結ボックス３１と、
　前記下方に位置する棒状部材２１の端面に埋設固定され、前記連結ボックス３１に挿し
込まれる第１ボルト３２と、
　前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面に埋設固定され、前記連結ボックス
３１に挿し込まれる第２ボルト３３と、
　前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入されたうえで、前記第１ボルト３２
に螺合して締め付けられる第１ナット３５と、
　前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入されたうえで、前記第２ボルト３３
に螺合して締め付けられる第２ナット３６とを備えていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、前記一方の角材２１ａに埋設固定した第１ボルト３２
を連結ボックス３１に挿し込み、この第１ボルト３２に連結ボックス３１の開口部３１ａ
から挿入された第１ナット３５を螺合して締め付けるとともに、前記他方の角材２１ａに
埋設固定した第２ボルト３３を前記連結ボックス３１に挿し込み、この第２ボルト３３に
前記開口部３１ａから挿入された第２ナット３６を螺合して締め付けることによって、前
記柱２用の建築構造材２０の下方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用の建築構造材２
０の棒状部材２１の側面とを強固に連結することができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図３～図６に示すように、請求項３に記載の建築構造
材２０の接合構造において、
　前記梁３となる建築構造材３０の棒状部材２１の先端には、先端面および先端部外周面
を覆う座金３８が設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、前記梁３となる建築構造材２０の棒状部材２１の先端
には、先端面および先端部外周面を覆う座金３８が設けられているので、この座金３８に
よって前記棒状部材２１の先端を外側から補強できる。
　また、座金３８は、角材２１ａの端部の保護や緩み防止の機能を発揮するので、直立す
る柱２，２間に架設される状態の梁３の安定的な取付状態を維持できることとなる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図３および図４に示すように、請求項３または４に記
載の建築構造材２０の接合構造において、
　前記柱２用の建築構造材２０には、この建築構造材２０の梁側面から内部にかけて、前
記下方に位置する棒状部材２１の延長線に沿ってボルト挿通孔２６が形成されており、
　前記連結金具３０は、前記第２ボルト３３に、継手ナット３４ａを介して継手されると
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ともに前記ボルト挿通孔２６に挿入固定される延長ボルト３４を備えており、
　前記ボルト挿通孔２６の、第２ボルト３３と延長ボルト３４とが前記継手ナット３４ａ
によって継手されるべき位置には、この継手ナット３４ａの形状に合わせて切り欠かれた
切欠部２６ａが形成されていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、前記延長ボルト３４を前記ボルト挿通孔２６に挿入固
定するとともに、前記継手ナット３４ａを介して前記第２ボルト３３と延長ボルトとを継
手することによって、前記第２ボルト３３を、前記柱２用の建築構造材２０に対して確実
かつ強固に埋設固定できるので、前記柱２用の建築構造材２０の下方に位置する棒状部材
２１と、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面とを、より強固に連結するこ
とができる。
　また、前記ボルト挿通孔２６の、第２ボルト３３と延長ボルト３４とが前記継手ナット
３４ａによって継手されるべき位置には、この継手ナット３４ａの形状に合わせて切り欠
かれた切欠部２６ａが形成されているので、前記延長ボルト３４に予め継手ナット３４ａ
を取り付けておけば、この継手ナット３４ａに対して前記第２ボルト３３を螺合させる際
に、この継手ナット３４ａは前記切欠部２６ａの形状に嵌まり合い、螺合させる第２ボル
ト３３と供回りすることがなく、強固に固定させることができる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、例えば図１，図３および図４に示すように、長手方向と直交
する方向に所定の間隔をあけて配置される一対の棒状部材２１，２１と、これら一対の棒
状部材２１，２１間に設けられるとともに、縦横の框材２４ａを矩形枠状に組み立ててな
る枠体２４と、この枠体２４の両面に貼設される面材２５とを有する木質パネル２３で構
成された腹材２２とを備える建築構造材２０，２０同士を接合してなる建築構造材２０の
接合構造であって、
　前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物下階の柱２の上方に、前記建築構造材２
０を水平に配置してなる梁３と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）とを介
して、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物上階の柱２が設けられており、
　これら建物下階および建物上階の柱２用の建築構造材２０，２０同士は、前記梁３用の
建築構造材２０と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）とを介して、互いの
棒状部材２１，２１同士を連結金具３０によって連結するようにして接合されていること
を特徴とする。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、前記建築構造材２０は、長手方向と直交する方向に所
定の間隔をあけて配置される一対の棒状部材２１，２１と、これら一対の棒状部材２１，
２１間に設けられるとともに、縦横の框材２４ａを矩形枠状に組み立ててなる枠体２４と
、この枠体２４の両面に貼設される面材２５とを有する木質パネル２３で構成された腹材
２２とを備えているので、腹材２２自体の強度を確保できる。さらに、この高強度な腹材
２２を一対の棒状部材２１，２１間に挟み込むようにして設けるので、例えば腹材２２だ
けで建築構造材２０を形成するよりも、さらに高い強度の建築構造材２０を得ることがで
きる。
　さらに、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物下階の柱２の上方に、前記建築
構造材２０を水平に配置してなる梁３と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１
）とを介して、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物上階の柱２が設けられてお
り、これら建物下階および建物上階の柱２用の建築構造材２０，２０同士は、前記梁３用
の建築構造材２０と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）とを介して、互い
の棒状部材２１，２１同士を連結金具３０によって連結するようにして接合されているの
で、これら建物下階の柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１，２１と、建物上階の柱２
用の建築構造材２０の棒状部材２１，２１同士を、前記建築構造材２０を水平に配置して
なる梁３と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）とを介した状態で強固に連
結することができ、延いては、前記建物下階の柱２用の建築構造材２０と建物上階の柱２
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用の建築構造材２０とを確実かつ強固に接合することが可能となる。
　そして、このように高強度な建築構造材２０同士を、確実かつ強固に接合できることに
よって、屋根や床等の上部構造の荷重や積載荷重を確実かつ十分に支持することが可能な
建物躯体１を構成することができので、建物躯体１の長期的な耐久性の維持を実現するこ
とが可能となる。
【００１８】
　請求項７に記載の発明は、例えば図４に示すように、請求項６に記載の建築構造材２０
の接合構造において、
　前記梁３用の建築構造材２０の一端部は、前記建物下階の柱２用の建築構造材２０の上
端部に、該梁３用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１のうちの上方に位置する
棒状部材２１を、前記建物下階の柱２用の建築構造材２０の上端面に載置するようにして
取り付けられており、
　前記上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）の端部は、前記梁３用の建築構造材
２０の上方に位置する棒状部材２１の上面に載置されており、
　前記梁３用の建築構造材２０の上方の棒状部材２１と上階の床（例えば胴差９および床
パネル１１）の端部とには、前記建物下階および建物上階の柱２用の建築構造材２０，２
０の一対の棒状部材２１，２１同士をそれぞれ結ぶ直線に沿って貫通孔２７が形成されて
おり、
　前記連結金具３０は、前記建物下階の柱２用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，
２１の端面と、前記建物上階の柱２用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１の端
面との間にそれぞれ配置され、少なくとも一側面に開口部３１ａを有する金属製の連結ボ
ックス３１と、
　前記建物上階の柱２用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１の端面にそれぞれ
埋設固定され、前記連結ボックス３１に挿し込まれる第１ボルト３２と、
　前記連結ボックス３１にそれぞれ挿し込まれるとともに前記貫通孔２７に挿通される第
２ボルト３３と、
　この第２ボルト３３に、継手ナット３４ａを介して継手されるとともに前記建物下階の
柱２用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１の端面にそれぞれ埋設固定される延
長ボルト３４と、
　前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入されたうえで、前記第１ボルト３２
に螺合して締め付けられる第１ナット３５と、
　前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入されたうえで、前記第２ボルト３３
に螺合して締め付けられる第２ナット３６とを備えていることを特徴とする。
【００１９】
　請求項７に記載の発明によれば、前記延長ボルト３４を前記建物下階の柱２用の建築構
造材２０の一対の棒状部材２１，２１の端面にそれぞれ埋設固定するとともに、前記継手
ナット３４ａを介して前記第２ボルト３３と延長ボルトとを継手することによって、前記
第２ボルト３３を、前記建物下階の柱２用の建築構造材２０に対して確実かつ強固に固定
できる。
　そして、この第２ボルト３３を前記貫通孔２７に挿通させるとともに、前記連結ボック
ス３１に挿し込み、この第２ボルト３３に連結ボックス３１の開口部３１ａから挿入され
た第２ナット３６を螺合して締め付けるとともに、前記建物上階の柱２用の建築構造材２
０の一対の棒状部材２１，２１の端面にそれぞれ埋設固定した第１ボルト３２を連結ボッ
クス３１に挿し込み、この第１ボルト３２に連結ボックス３１の開口部３１ａから挿入さ
れた第１ナット３５を螺合して締め付けることによって、前記建物下階の柱２用の建築構
造材２０の一対の棒状部材２１，２１と、前記建物上階の柱２用の建築構造材２０の一対
の棒状部材２１，２１とをそれぞれ強固に連結することができる。
　さらに、前記貫通孔２７に前記第２ボルト３３を挿通させるようにして、前記建物下階
の柱２用の建築構造材２０と、建物上階の柱２用の建築構造材２０との間に、前記梁３用
の建築構造材２０と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）が介在しているの
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で、これら梁３用の建築構造材２０と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）
も、前記建物下階および建物上階の柱２用の建築構造材２０，２０に対して強固に接合す
ることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、建築構造材は、長手方向と直交する方向に所定の間隔をあけて配置さ
れる一対の棒状部材と、これら一対の棒状部材間に設けられるとともに、縦横の框材を矩
形枠状に組み立ててなる枠体と、この枠体の両面に貼設される面材とを有する木質パネル
で構成された腹材とを備えているので、腹材自体の強度を確保できる。さらに、この高強
度な腹材を一対の棒状部材間に挟み込むようにして設けるので、例えば腹材だけで建築構
造材を形成するよりも、さらに高い強度の建築構造材を得ることができる。
　さらに、建築構造材を垂直に配置してなる柱の上端部に、建築構造材を水平に配置して
なる梁の側端部が、互いの棒状部材同士を連結金具によって連結するようにして接合され
ているので、これら柱用の建築構造材の棒状部材と、梁用の建築構造材の棒状部材とを強
固に連結することができ、延いては、柱用の建築構造材と梁用の建築構造材とを確実かつ
強固に接合することが可能となる。
　そして、このように高強度な建築構造材同士を、確実かつ強固に接含できることによっ
て、屋根や床等の上部構造の荷重や積載荷重を確実かつ十分に支持することが可能な建物
躯体を構成することができので、建物躯体の長期的な耐久性の維持を実現することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】建築構造材を用いて形成される建物躯体を示す斜視図である。
【図２】梁構成部材として複数に分割された建築構造材を示す分解正面図である。
【図３】建築構造材を垂直に配置してなる柱と、建築構造材を水平に配置してなる梁との
接合部の構造を示す断面図である。
【図４】建築構造材を垂直に配置してなる柱と、建築構造材を水平に配置してなる梁との
接合部の構造を示す断面図である。
【図５】建築構造材を垂直に配置してなる柱と、基礎との接合部の構造を示す断面図であ
る。
【図６】角材の端部と、この角材の端部に取り付けられた座金とを示す分解斜視図である
。
【図７】梁構成部材として複数に分割された建築構造材を示す分解正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１において符号１は、建物躯体を示す。この建物躯体１は、長期間の構造的耐久性を
有しつつ、居住空間の可変性を有したスケルトン・インフィル住宅のスケルトンの部分を
指している。すなわち、スケルトンとは、住宅の柱や梁や床等の建物躯体部分を意味して
いる。
　なお、インフィルとは、スケルトンの内側の住宅間取り全体を含む内装・設備等を意味
しており、本実施の形態では説明を省略する。
【００２３】
　このような建物躯体１は２階建て構造になっており、基礎５に沿って、この基礎５の上
面に土台６が設けられるとともに、土台６，６間に大引７が架設されている。そして、こ
れら土台６および大引７間に床パネル（図示せず）を架設することによって建物下階の床
が形成されるようになっている。
　また、前記土台６および大引７上に、建築構造材２０を垂直に配置するようにして複数
の柱２が設けられており、これら複数の柱２，２間に、建築構造材２０を水平に配置する
ようにして梁３が設けられている。
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【００２４】
　また、前記建物下階に設けられる複数の梁３，３の上部には、建物躯体１の周縁部に沿
うようにして胴差９が設けられており、この胴差９の枠内に配置されるようにして、床梁
１０が設けられている。
　そして、これら胴差９および床梁１０とで形成された枠内には、床パネル１１が設けら
れており建物上階の床を形成している。
【００２５】
　また、この建物上階には、建物躯体の外部へと突出するバルコニー床パネル１２が設け
られている。
　さらに、建物上階の床上には、建築構造材２０を垂直に配置するようにして複数の柱２
が設けられており、これら複数の柱２，２間に、建築構造材２０を水平に配置するように
して梁３が設けられている。
【００２６】
　また、前記建物下階に設けられる複数の梁３，３の上部には、建物躯体１の周縁部に沿
うようにして胴差１４が設けられており、この胴差１４の枠内に配置されるようにして、
屋根パネル１５が設けられている。
【００２７】
　ここで、前記建築構造材２０は、長手方向と直交する方向に所定の間隔をあけて配置さ
れる一対の棒状部材２１，２１と、これら一対の棒状部材２１，２１間に設けられる腹材
２２とを備えている。
　なお、この建築構造材２０は、上述のように、垂直に配置されることによって柱２とし
て用いることができるとともに、水平に配置することによって梁３として用いることがで
きる。その他、適宜、所定の角度となるように傾斜して配置するなどしてもよい。
【００２８】
　また、前記棒状部材２１は、それぞれ複数の角材２１ａ，２１ａを軸方向に連結するこ
とによって構成されている。
　この角材２１ａは、複数のラミナを積層して形成される集成材が用いられており、前記
棒状部材２１を構成する複数の角材２１ａ，２１ａは、その断面形状が等しくなるように
設定されている。
　また、これら宴数の角材２１ａ，２１ａは断面四角形に形成されるものである。なお、
本実施の形態においては、これら複数の角材２１ａ，２１ａは断面正四角形に形成されて
いる。
【００２９】
　なお、前記一対の棒状部材２１，２１は同じ長さに設定されていなくてもよく、本実施
の形態においては、図２に示すように、前記建築構造材２０を構成する木質パネル２３の
一側縁部に設けられる棒状部材２１と、他側縁部に設けられる棒状部材２１とは長さが異
なるように設定されている。
　また、一側縁部の棒状部材２１を構成する複数の角材２１ａ，２１ａもそれぞれ長さが
異なるように設定されており、同じく、他側縁部の棒状部材２１を構成する複数の角材２
１ａ，２１ａもそれぞれ長さが異なるように設定されている。
【００３０】
　また、前記複数の角材２１ａ，２１ａは、図１および図２に示すように、連結金具３０
によって連結されている。
　なお、本実施の形態においては、前記複数の角材２１ａ，２１ａは連結金具３０によっ
て連結されているものとしたが、これに限られるものではなく、連結金具３０を使用せず
に複数の角材２１ａ，２１ａ同士を接合してもよい。連結金具３０を使用しない場合は、
例えば隣り合う角材２１ａ，２１ａ同士を接着剤によって接合したり、一方の角材２１ａ
にほぞを形成するとともに他方の角材２１ａにほぞ穴を形成し、これら組み合わせること
によって隣り合う角材２１ａ，２１ａ同士を接合したり、または、その他の接合方法によ
って接合する。
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【００３１】
　前記腹材２２は、縦横の框材２４ａを矩形枠状に組み立ててなる枠体２４と、この枠体
２４の両面に貼設される面材２５とを有する木質パネル２３で構成されている。
　この木質パネル２３とは、壁や床、屋根といった建物の構成要素を予め工場にてパネル
化しておき、施工現場でこれらのパネルを組み立てて建物を構築するパネル工法に利用さ
れる建築用パネルと同様の機能を有するものである。
　なお、前記建物躯体１の床を構成する床パネル１１や屋根パネル１５は、縦横の框材を
矩形枠状に組み立ててなる枠体と、この枠体の上面に貼設される面材とを有するものであ
る。また、枠体内には、適宜、補強桟材が組み付けられる。
【００３２】
　また、この木質パネル２３は、上述のように枠体２４と、面材２５とを有している。さ
らに、その他にも、前記縦横の框材２４ａによって組まれた矩形枠の内部に補助桟材が組
み付けられている。
　さらに、前記面材２５の内側、すなわち木質パネル２３の内部中空部に、グラスウール
やロックウール等の断熱材を装填することで、断熱性に優れた建築構造材２０とすること
ができる。特に、屋外に面する木質パネル２３の内部中空部に断熱材を充填することが好
ましい。
　また、前記縦横の框材２４ａは断面四角形に形成された角材からなる。なお、本実施の
形態において、これら縦横の框材２４ａは断面矩形に形成されている。
【００３３】
　また、前記木質パネル２３には、図１，図２，図４，図５に示すように、配線用穴部２
８やダクト用穴部２９が形成されている。
　前記配線用穴部２８は、前記柱２用の建築構造材２０を構成する木質パネル２３の面材
２５に形成されている。また、この配線用穴部２８が形成される柱２用の建築構造材２０
は、建物躯体１内に複数配置されており、例えば間取りを変更する際に適宜対応して配線
できるようになっている。
　前記ダクト用穴部２９は、前記梁３用の建築構造材２０を構成する木質パネル２３の面
材２５に形成されている。また、このダクト用穴部２９は、図２に示すように前記梁３の
長さ方向に沿って複数形成されており、例えば間取りを変更する際に適宜対応してダクト
を配置できるようになっている。
【００３４】
　そして、前記腹材２２を構成する木質パネル２３は、前記一対の棒状部材２１，２１の
長手方向に連続して複数配置されており、これら複数の木質パネル２３，２３の棒状部材
２１側の縁部は、それぞれ前記一対の棒状部材２１，２１に接合されている。
　なお、隣り合う木質パネル２３，２３同士は、接着剤によって互いに接合されている。
　また、腹材２２と一対の棒状部材２１，２１とは、接着剤や釘等の止着材によって接合
されている。
【００３５】
　また、これら各木質パネル２３，２３は同じ長さに設定されていなくてもよく、本実施
の形態においては、図２に示すように、前記建築構造材２０の両端部に設けられる木質パ
ネル２３，２３の長さが、他の木質パネル２３よりも短くなるように設定されている。
　さらに、これら木質パネル２３の長さは、前記角材２１ａの長さとは異なるものとなる
ように設定されている。
【００３６】
　また、これら各木質パネル２３と、前記各角材２１ａ，２１ａとは、互いに長さが異な
るように設定されており、これら木質パネル２３と角材２１ａとは、各木質パネル２３の
端部の位置と、各角材２１ａの端部の位置とが揃わないようにして接合されている。
　また、これら前記一対の棒状部材２１，２１のうち、一方の棒状部材２１を構成する複
数の角材２１ａ，２１ａと、他方の棒状部材２１を構成する複数の角材２１ａ，２１ａ同
士も、互いに長さが異なるように設定されている。
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　このように、前記建築構造材２０は、各木質パネル２３の端部の位置と、各角材２１ａ
の端部の位置とが揃わないように形成されているので、曲げ強度が高くなる。
【００３７】
　また、前記棒状部材２１の角材２１ａと木質パネル２３とは同一厚さに形成され、面一
に接合されている。すなわち、前記棒状部材２１の角材２１ａの横の厚さと、前記木質パ
ネル２３を構成する框材２４ａと２文の面材２５，２５との並設方向の長さとが略等しく
なるように設定されている。
　さらに、この棒状部材２１の角材２１ａと木質パネル２３とが面一に接合されているの
で、建築構造材２０の両側面に、該建築構造材２０の長さ方向に沿ってフラットな面を形
成することができる。
【００３８】
　また、以上のような建築構造材２０は、上述のように柱２や梁３として用いることがで
き、さらに、これら柱２および梁３を組み合わせて門型フレーム４を形成することができ
る。そして、本実施の形態の建物躯体１は、この門型フレーム４を複数用いて構成されて
いる。
　すなわち、建物躯体１は、図１に示すように、門型フレーム４を、前記建物下階および
建物上階の床上の両端部に配置するとともに、これら建物下階および建物上階の床上の両
端部の門型フレーム４，４間に、それぞれ所定の間隔で複数配置することによって構成さ
れている。
【００３９】
　この門型フレーム４は、図１、図３および図４に示すように、前記建築構造材２０を垂
直に配置してなる柱２を、互いに所定の間隔をあけて複数配置するとともに、これら複数
の柱２用の建築構造材２０，２０の上端部間に、前記建築構造材２０を水平に配置してな
る梁３を架設することによって形成されている。
【００４０】
　また、前記柱２の上端部に、前記梁３の側端部を接合する際は、互いの棒状部材２１，
２１同士を連結金具３０によって連結するようにして行われる。
　より詳細には、前記梁３用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１のうち、上方
に位置する棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の上端面に載置されており、下
方に位置する棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面に、こ
の棒状部材２１の端面と前記柱２用の建築構造材２０の側面とを前記連結金具３０によっ
て連結するようにして取り付けられている。
【００４１】
　また、前記建物下階および建物上階の床上の両端部にそれぞれ配置された門型フレーム
４の柱２用の建築構造材２０には、平面視において、この建築構造材２０と直交して配置
される補強柱１６が接合されている。
　そして、これら前記建物下階および建物上階の床上の両端部にそれぞれ配置された門型
フレーム４の柱２用の建築構造材２０と、補強柱１６とによって、建物躯体１のコーナー
部に、平面視Ｌ宇型の柱を形成できるようになっている。
　この補強柱１６は、前記門型フレーム４の柱２用の建築構造材２０の建物コーナー側の
棒状部材２１と所定の間隔をあけて配置されるコーナー用棒状部材１７と、これら棒状部
材２１，１７間に設けられるコーナー用木質パネル１８とを備えている。
　なお、このコーナー用木質パネル１８は、前記木質パネル２３と同様に、縦横の框材を
矩形枠状に組み立ててなる枠体と、この枠体の両面に貼設される面材とを有するものであ
る。また、枠体内には、適宜、補強桟材が組み付けられる。
【００４２】
　さらに、前記補強柱１６と、前記建物下階および建物上階の床上の両端部にそれぞれ配
置された門型フレーム４を除く門型フレーム４，４との間、および、これら建物下階およ
び建物上階の床上の両端部にそれぞれ配置された門型フレーム４を除く門型フレーム４，
４間には、小壁８，１３がそれぞれ架設されている。
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　なお、これら建物下階の小壁８および建物上階の小壁１３は、前記木質パネル２３と同
様に、縦横の框材を矩形枠状に組み立ててなる枠体と、この枠体の両面に貼設される面材
とを有するものである。また、枠体内には、適宜、補強桟材が組み付けられる。
【００４３】
　また、前記建物躯体１は２階建て構造となっているため、建物上階にも、前記柱２が配
置されることになる。前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物上階の柱２は、前記
建築構造材２０を垂直に配置してなる建物下階の柱２の上方に、前記建築構造材２０を水
平に配置してなる梁３と建物上階の床とを介して設けられている。
　なお、この上階の床とは、図１に示すように、前記胴差９と床パネル１１とを指してお
り、これら胴差９と床パネル１１の端部とが当接する部分の上面に、前記建物上階の柱２
を構成する建築構造材２０の棒状部材２１が立設されている。
　そして、前記梁３と上階の床（胴差９および床パネル１１）とを介して、前記建物下階
の柱２と建物上階の柱２とを接合する際は、互いの棒状部材２１，２１同士を連結金具３
０によって連結するようにして行われる。
【００４４】
　前記棒状部材２１，２１同士、または複数の角材２１ａ，２１ａ同士を連結する連結金
具３０は、図２～図５に示すように、連結ボックス３１、第１ボルト３２、第２ボルト３
３、第１ナット３５、第２ナット３６等を備えている。
　連結ボックス３１は、箱状に形成された鉄製のものであり、対向する側面に開口部３１
ａ，３１ａが形成されている。この開口部３１ａは略側面全体に形成されたものであり、
スパナやレンチ、ドライバー等の工具を連結ボックス３１内に挿入できるような大きさと
なっている。また、これら開口部３１ａ，３１ａが形成された側面とは異なる連結ボック
ス３１の対向する側面には、側壁３１ｂ，３１ｂが設けられている。
　また、連結ボックス３１の両端面の中央部には、ボルト挿通孔が同軸に形成されており
、このボルト挿通孔は前記第１ボルト１１、第２ボルト１２を挿通可能な直径となってい
る。
【００４５】
　さらに、連結ボックス３１の一方の端面には、ビス孔が、ボルト挿通孔を挟んで、端面
の対角方向に対称的に配置されており、これらビス孔にはビスが挿通され、このビスは前
記角材２１ａにねじ込まれる。
　このようにビスを角材２１ａにねじ込めば、前記連結ボックス３１と角材２１ａとの仮
連結を行ったり、角材２１ａの軸回りの回転を防止できたりする。
【００４６】
　前記第１ボルト３２は、一端部が、前記角材２１ａに埋設固定されるとともに、他端部
が、前記連結ボックス３１の端面に形成されているボルト挿通孔を通して連結ボックス３
１に挿し込まれるものである。
　なお、前記第１ボルト３２が埋設固定される角材２１ａには、それぞれボルト挿通孔２
１ｂが形成されている。また、第１ボルト３２の直径は、ボルト挿通孔２１ｂの内径より
小さくなっており、これによって、第１ボルト３２とボルト挿通孔２１ｂの内壁との間に
隙間を形成できる。そして、この隙間には、例えばエポキシ系接着剤やウレタン系接着剤
等の接着剤が充填される。
【００４７】
　前記第１ナット３５は、前記連結ボックス３１に挿し込まれる第１ボルト３２に螺合さ
れるものである。この第１ボルト３２に螺合させる際は、前記連結ボックス３１の開口部
３１ａから挿入するようにして行われる。
　なお、この第１ナット３５と前記連結ボックス３１の端面との間には、図示しない座金
が介在される。
【００４８】
　前記第２ボルト３３は、一端部が、前記角材２１ａに埋設固定されるとともに、他端部
が、前記連結ボックス３１の端面に形成されているボルト挿通孔を通して連結ボックス３
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１に挿し込まれるものである。
　なお、前記第２ボルト３３が埋設固定される角材２１ａには、それぞれボルト挿通孔２
１ｃまたは貫通孔２７が形成されている。また、第２ボルト３３の直径は、ボルト挿通孔
２１ｃおよび貫通孔２７の内径より小さくなっており、これによって、第２ボルト３３と
ボルト挿通孔２１ｃおよび貫通孔２７の内壁との間に隙間を形成できる。そして、この隙
間には、例えばエポキシ系接着剤やウレタン系接着剤等の接着剤が充填される。
【００４９】
　前記第２ナット３６は、前記連結ボックス３１に挿し込まれる第２ボルト３３に螺合さ
れるものである。この第２ボルト３３に螺合させる際は、前記連結ボックス３１の開口部
３１ａから挿入するようにして行われる。
　なお、この第２ナット３６と前記連結ボックス３１の端面との間には、図示しない座金
が介在される。
　また、第２ボルト３３には、前記第２ナット３６とともに前記連結ボックス３１の端面
を形成する壁部を挟むようにして第３ナット３７が螺合されている。さらに、この第３ナ
ット３７と、前記連結ボックス３１の端面を形成する壁部との間には、座金３７ａが介在
している。
　そして、この第２ナット３６および第３ナット３７をスパナやレンチ等の工具によって
締め付けることによって、複数の角材２１ａ，２１ａと連結ボックス３１とが強固に連結
される。この連結された状態では、図３～図５に示すように、前記角材２１ａの端面と連
結ボックス３１の端面とに所定の隙間が形成される。
【００５０】
　また、例えば、前記柱２の上端部に、前記梁３の側端部を、互いの棒状部材２１同士を
連結金具３０によって連結するようにして接合する際や、建物下階の柱２の棒状部材２１
，２１と、建物上階の柱２の棒状部材２１，２１とを連結する際において、前記第２ボル
ト３３だけでは長さが足りない場合がある。
　その場合、前記第２ボルト３３には、図３および図４に示すように、継手ナット３４ａ
を介して延長ボルト３４が継手される。また、この継手ナット３４ａとして、通常のナッ
トよりも軸方向に沿って長尺な高ナットが用いられている。
【００５１】
　この延長ボルト３４が設けられる位置は、前記第２ボルト３３の延長線上であり、例え
ば前記角材２１ａに形成されるボルト挿通孔２１ｃや、柱２用の建築構造材２０に形成さ
れるボルト挿通孔２６等に挿入固定される。
　また、これらボルト挿通孔２１ｃ，２６の、第２ボルト３３と延長ボルト３４とが前記
継手ナット３４ａによって継手されるべき位置には、この継手ナット３４ａの形状に合わ
せて切り欠かれた切欠部２１ｄ，２６ａがそれぞれ形成されている。
【００５２】
　なお、前記ボルト挿通孔２６は、図３に示すように、前記柱２の上端部に、前記梁３の
側端部を、互いの棒状部材２１同士を連結金具３０によって達結するようにして接合する
際において、前記柱２用の建築構造材２０の梁側面から内部にかけて、前記梁３を構成す
る建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１のうちの下方に位置する棒状部材２１の延
長線に沿って形成されている。すなわち、このボルト挿通孔２６は、前記柱２の建物内部
側の棒状部材２１から、木質パネル２３の框材２４ａおよび補助桟材２４ｂにかけて形成
されている。
【００５３】
　また、前記ボルト挿通孔２１ｃは、図４に示すように、建物下階の柱２の棒状部材２１
，２１と、建物上階の柱２の棒状部材２１，２１とを連結する際において、下階の柱２の
一対の棒状部材２１，２１の上端面から、該棒状部材２１，２１の軸芯に沿って形成され
ており、貫通孔２７と連続している。また、前記切欠部２１ｄは、該一対の棒状部材２１
，２１の上端部に形成されている。
【００５４】
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　次に、前記柱２を構成する建築構造材２０の上端部に、前記梁３を構成する建築構造材
２０の側端部を接合してなる建築構造材２０の接合構造について説明する。
【００５５】
　すなわち、図３に示すように、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる柱２の上端部
に、前記建築構造材２０を水平に配置してなる梁３の側端部が、互いの棒状部材２１同士
を連結金具３０によって連結するようにして接合されている。
　そして、前記梁３用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１のうち、上方に位置
する棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の上端面に載置されており、下方に位
置する棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面に、この棒状
部材２１の端面と前記柱２用の建築構造材２０の側面とを前記連結金具３０によって連結
するようにして取り付けられている。
【００５６】
　そして、前記連結金具３０の連結ボックス３１は、前記下方に位置する棒状部材２１の
端面と、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面との間に配置されている。
　また、前記第１ボルト３２は、前記下方に位置する棒状部材２１の端面に埋設固定され
るとともに、前記連結ボックス３１に挿し込まれている。
【００５７】
　また、前記第２ボルト３３は、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面に埋
設固定されるとともに、前記連結ボックス３１に挿し込まれている。
　なお、この第２ボルト３３は、前記柱２用の建築構造材２０に形成されたボルト挿通孔
２６に挿入固定された延長ボルト３４に、継手ナット３４ａを介して継手されている。
【００５８】
　また、前記第１ナット３５は、前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入され
たうえで、前記第１ボルト３２に螺合して締め付けられている。
　また、前記第２ナット３６は、前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入され
たうえで、前記第２ボルト３３に螺合している。
【００５９】
　さらに、前記第３ナット３７は、前記第２ボルト３３に、前記第２ナット３６とともに
前記連結ボックス３１の端面を形成する壁部を挟むようにして、かつ該連結ボックス３１
の端面を形成する壁部との間に座金３７ａを介して螺合している。なお、この第３ナット
３７は、前記第２ボルト３３を前記連結ボックス３１に挿し込む前に、前記第２ボルト３
３に対して予め螺合している。
【００６０】
　そして、前記第２ナット３６および第３ナット３７がスパナやレンチ等の工具によって
締め付けられており、これによって、前記梁３用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１
，２１のうち、下方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材
２１とを強固に連結することができる。
【００６１】
　次に、建物下階の柱２を構成する建築構造材２０と、建物上階の柱２を構成する建築構
造材２０とを接合してなる建築構造材２０の接合構造について説明する。
【００６２】
　すなわち、図４に示すように、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物下階の柱
２の上方に、前記建築構造材２０を水平に配置してなる梁３と建物上階の床（胴差９およ
び床パネル１１）とを介して、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物上階の柱２
が設けられており、これら建物下階および建物上階の柱２用の建築構造材２０，２０同士
は、前記梁３用の建築構造材２０と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）と
を介して、互いの棒状部材２１，２１同士を連結金具３０によって連結するようにして接
合されている。
【００６３】
　そして、前記梁３用の建築構造材２０の一端部は、前記建物下階の柱２用の建築構造材
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２０の上端部に、該梁３用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１のうちの上方に
位置する棒状部材２１を、前記建物下階の柱２用の建築構造材２０の上端面に載置するよ
うにして取り付けられている。
　また、前記上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）の端部は、前記梁３用の建築
構造材２０の上方に位置する棒状部材２１の上面に載置されている。
　また、前記梁３用の建築構造材２０の上方の棒状部材２１と上階の床（例えば胴差９お
よび床パネル１１）の端部とには、前記建物下階および建物上階の柱２用の建築構造材２
０，２０の一対の棒状部材２１，２１同士をそれぞれ結ぶ直線に沿って貫通孔２７が形成
されている。
【００６４】
　そして、前記連結金具３０の連結ボックス３１は、前記建物下階の柱２用の建築構造材
２０の一対の棒状部材２１，２１の端面と、前記建物上階の柱２用の建築構造材２０の一
対の棒状部材２１，２１の端面との間に、前記梁３の建築構造材の上方に位置する棒状部
材２１と上階の床とを介して、それぞれ配置されている。
　つまり、この連結ボックス３１は、前記梁３の建築構造材の上方に位置する棒状部材２
１と上階の床との当接部分の上面と、前記建物上階の柱２用の建築構造材２０の一対の棒
状部材２１，２１の下端面との間に配置されている。
　また、前記第１ボルト３２は、前記建物上階の柱２用の建築構造材２０の一対の棒状部
材２１，２１の下端面にそれぞれ埋設固定され、前記連結ボックス３１に挿し込まれてい
る。
【００６５】
　また、前記第２ボルト３３は、前記建物下階の柱２用の建築構造材２０を構成する一対
の棒状部材２１，２１に形成されたボルト挿通孔２１ｃ，２１ｃ挿入固定された延長ボル
ト３４に、継手ナット３４ａを介して継手されている。
　さらに、この第２ボルト３３は、前記連結ボックス３１にそれぞれ挿し込まれるととも
に前記貫通孔２７に挿通されている。
【００６６】
　また、前記第１ナット３５は、前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入され
たうえで、前記第１ボルト３２に螺合して締め付けられている。
　また、前記第２ナット３６は、前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入され
たうえで、前記第２ボルト３３に螺合している。
【００６７】
　さらに、前記第３ナット３７は、前記第２ボルト３３に、前記第２ナット３６とともに
前記連結ボックス３１の端面を形成する壁部を挟むようにして、かつ該連結ボックス３１
の端面を形成する壁部との間に座金３７ａを介して螺合している。なお、この第３ナット
３７は、前記第２ボルト３３を前記連結ボックス３１に挿し込む前に、前記第２ボルト３
３に対して予め螺合している。
【００６８】
　そして、前記第２ナット３６および第３ナット３７がスパナやレンチ等の工具によって
締め付けられており、これによって、建物下階の柱２を構成する建築構造材２０と、建物
上階の柱２を構成する建築構造材２０とを強固に連結することができる。
【００６９】
　次に、建物下階の柱２用の建築構造材２０と基礎５とを連結してなる建築構造材２０と
基礎５との連結構造について説明する。
【００７０】
　ずなわち、図５に示すように、前記基礎５は、この基礎５の上面から上方に突出すると
ともに、互いに所定の間隔をあけて配置されたアンカーボルト５ａ，５ａを備えている。
　また、この基礎５の上面には、前記土台６が設けられている。この土台６には、前記ア
ンカーボルト５ａ，５ａを貫通させるための貫通孔６ａ，６ａが形成されており、前記ア
ンカーボルト５ａ，５ａの上端部は、前記土台６の上面よりも上方に突山している。
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【００７１】
　このような土台６の上面に前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物下階の柱２が
立設されている。
　この柱２を構成する建築構造材２０は、一対の棒状部材２１，２１と、これら一対の棒
状部材２１，２１間に設けられる木質パネル２３とを備えており、一対の棒状部材２１，
２１と、前記アンカーボルト５ａ，５ａとが連結金具３０によって連結されている。
【００７２】
　そして、前記連結金具３０の連結ボックス３１は、前記一対の棒状部材２１，２１の下
端面と、前記土台６の上面との間に配置されている。
　また、前記第１ボルト３２は、前記一対の棒状部材２１，２１の下端面に埋設固定され
るとともに、前記連結ボックス３１に挿し込まれている。
【００７３】
　なお、この柱２用の建築構造材２０と基礎５との連結時には、第２ボルト３３の代わり
に前記アンカーボルト５ａ，５ａが、前記連結ボックス３１に挿し込まれている。
　また、前記第１ナット３５は、前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入され
たうえで、前記第１ボルト３２に螺合して締め付けられている。
　また、前記第２ナット３６は、前記連結ボックス３１にその開口部３１ａから挿入され
たうえで、前記アンカーボルト５ａ，５ａに螺合している。
【００７４】
　さらに、前記第３ナット３７は、前記アンカーボルト５ａに、前記第２ナット３６とと
もに前記連結ボックス３１の端面を形成する壁部を挟むようにして、かつ該連結ボックス
３１の端面を形成する壁部との間に座金３７ａを介して螺合している。なお、この第３ナ
ット３７は、前記アンカーボルト５ａを前記連結ボックス３１に挿し込む前に、前記第２
ボルト３３に対して予め螺合している。
【００７５】
　そして、前記第２ナット３６および第３ナット３７がスパナやレンチ等の工具によって
締め付けられており、これによって、建物下階の柱２用の建築構造材２０と基礎５とを強
固に連結することができる。
【００７６】
　なお、図３～図６に示すように、前記角材２１ａの端部には、この角材２１ａの端面お
よび外周面を覆う座金３８が設けられている。特に、前記梁３となる建築構造材２０の棒
状部材２１の先端には、座金３８が設けられることが望ましい。つまり、座金３８は、角
材２１ａの端部の保護や緩み防止の機能を発揮するので、直立する柱２，２間に架設され
る状態の梁３の安定的な取付状態を維持できることとなる。
　なお、本実施の形態においては、梁３となる建築構造材２０だけでなく、その他の建築
構造材２０を構成する棒状部材２１の角材２１ａの端部にも設けられている。
【００７７】
　角材２１ａの下端外周部には　後述する環状部３８ｂが装着される装着面２１ｅが形成
されている。装着面２１ｅは角材２１ａの下端外周部を周方向に沿って所定の幅で所定の
深さだけ削って形成されたものであり、角材２１ａの外周面（側面）との間に所定の段差
を有している。
【００７８】
　前記座金３８は、角材２１ａの下端部に取り付けられるものであり、平板部３８ａと環
状部３８ｂとを備えて構成されている。
　平板部３８ａは正方形板状のものであり、角材２１ａの下端面と略等しい大きさに形成
されている。また、平板部３８ａの中央部には、第１ボルト３２の直径と略等しい内径の
ボルト挿通孔３９が形成されている。さらに、平板部３８ａにはボルト挿通孔３９を挟ん
でビス穴４０，４０が平板部３８ａの対角方向に離間して形成されている。
　環状部３８ｂは平板部３８ａの外周部に沿って正方形環状に、かつ、平板部３８ａに対
して直角に形成されている。また、環状部３８ｂの高さは前記装着面２１ｅの幅と略等し
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くなっており、環状部３８ｂの厚さは、装着面２１ｅと角材２１ａの外周面との間の段差
と略等しくなっている。
　さらに、座金３８の４つの角部には、角穴３８ｃがそれぞれ形成されている。
【００７９】
　このように構成された座金３８は、平板部３８ａの裏面を角材２１ａの下端面に当接す
るともに、ボルト挿通孔３９に前記第１ボルト３２を挿通し、さらに、環状部３８ｂを角
材２１ａの下端外周部の装着面２１ｅに外嵌して取り付けられている。この状態において
、ボルト挿通孔３９と第１ボルト３２とは同軸に配置され、かつ、第１ボルト３２の先端
部（下端部）は座金３８の平板部３８ａより所定の長さだけ突出している。また、平板部
３８ａに形成されたビス穴４０，４０には木ねじ４０ａ，４０ａが挿通され、角材２１ａ
の下端面にねじ込まれている。これによって、座金３８は角材２１ａの下端部に強固に固
定されている。さらに、座金３８の角穴３８ｃに、角材２１ａの下端面の４つの角部が露
出しており、これによって、角材２１ａの下端面を座金３８の平板部３８ａの裏面に確実
に当接させるとともに、角材２１ａの下端面の４つの角部の潰れを防止している。
【００８０】
　次に、前記建築構造材２０を用いて建物を施工する建物の施工方法について説明する。
【００８１】
　まず、図２に示すように、前記梁３用の建築構造材２０を、前記木質パネル２３の上下
縁部にそれぞれ前記角材２１ａを固定してなる梁構成部材３ａ，３ａ，３ａとして複数に
分割しておく。
　なお、中央の梁構成部材３ａは左右両側の梁構成部材３ａ，３ａより左右の長さが長く
なっており、左右の梁構成部材３ａ，３ａは左右の向きが互いに逆となっている。
　また、これら中央の梁構成部材３ａの両端部と、左右両側の梁構成部材３ａ，３ａの中
央側端部とは、互いに係合できるように構成されている。
　すなわち、中央の梁構成部材３ａの棒状部材２１，２１の長さは、腹材２２の長さより
も所定長さ分、短くなるように設定されるとともに、これら棒状部材２１，２１の側端部
が腹材２２の側端部よりも中央側に位置している。さらに、この中央の梁構成部材３ａの
一対の棒状部材２１，２１のうち、上方に位置する棒状部材２１は、下方に位置する棒状
部材２１よりも長さが長くなるように形成されている。
　また、左右両側の梁構成部材３ａ，３ａの棒状部材２１，２１の長さは、腹材２２の長
さよりも所定長さ分、長くなるように設定されている。
　さらに、これら左右両側の梁構成部材３ａ，３ａのそれぞれの一対の棒状部材２１，２
１のうち、上方に位置する棒状部材２１，２１の中央側端部は、腹材２２の中央側端部と
揃うようにして設けられており、連結金具３０が取り付けられる分の長さだけ、中央側へ
と突出している。また、下方に位置する棒状部材２１，２１の中央側端部は、腹材２２の
中央側端部よりも中央側に突出しており、その突出方向側端部に連結金具３０が取り付け
られている。
【００８２】
　また、左右両側の梁構成部材３ａ，３ａのそれぞれの一対の棒状部材２１，２１のうち
、上方に位置する棒状部材２１，２１は、前記腹材２２の外側端部よりも外側に突出して
いる。そして、この突出する部分が前記柱２用の建築構造材２０の上端面に載置されるよ
うになっている。
【００８３】
　続いて、前記左右両側の梁構成部材３ａ，３ａのそれぞれの棒状部材２１，２１の中央
側端部に、第１ボルト３２をそれぞれ埋設固定する。
　そして、これら第１ボルト３２を、連結ボックス３１のボルト挿通孔を通して挿し込み
、この第１ボルト３２に連結ボックス３１の開口部３１ａから挿入された第１ナット３５
を螺合して締め付けることによって、前記左右両側の梁構成部材３ａ，３ａのそれぞれの
棒状部材２１，２１の中央側端部に、それぞれ連結ボックス３１を取り付ける。
　また、これら左右両側の梁構成部材３ａ，３ａのそれぞれの下方に位置する棒状部材２
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１，２１の外側端部にも、第１ボルト３２を埋設固定しておくとともに、連結ボックス３
１を取り付けておく。
　さらに、前記中央の梁構成部材３ａの棒状部材２１，２１の両側端部に、第２ボルト３
３をそれぞれ埋設固定しておく。
【００８４】
　続いて、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる柱２を、床上に、互いに所定の間隔
をあけて複数配置する。
　また、これら柱２用の建築構造材２０の中央側に位置する棒状部材２１，２１の中央側
側面に、端部が中央側に水平に突出するようにして第２ボルト３３を埋設固定しておく。
【００８５】
　そして、図３に示すように、前記柱２用の建築構造材２０，２０の上端面に、前記左右
両側の梁構成部材３ａ，３ａのそれぞれの上方に位置する棒状部材２１，２１を載置しな
がら、下方に位置する棒状部材２１，２１の外側端部を、前記柱２用の建築構造材２０の
中央側に位置する棒状部材２１に取り付ける。
　この時、前記柱２側の第２ボルト３３を、左右両側の梁構成部材３ａ，３ａ側の連結ボ
ックス３１のボルト挿通孔を通して挿し込み、この第２ボルト３３に連結ボックス３１の
開口部３１ａから挿入された第２ナット３６を螺合して締め付けるようにする。
　なお、前記柱２用の建築構造材２０，２０と、これら柱２用の建築構造材２０，２０の
上端面にされた前記左右両側の梁構成部材３ａ，３ａのそれぞれの上方に位置する棒状部
材２１，２１とは、単に載置するだけでなく、接着剤や釘等の止着材を用いて接合しても
よい。
【００８６】
　続いて、図１および図２に示すように、前記柱２用の建築構造材２０，２０の上端部に
取り付けられた左右両側の梁構成部材３ａ，３ａ間に、前記中央の梁構成部材３ａを架け
渡すようにして取り付ける。
　この時、前記中央の梁構成部材３ａの棒状部材２１，２１の両側端部にそれぞれ埋設固
定された第２ボルト３３を、前記左右両側の梁構成部材３ａ，３ａの棒状部材２１，２１
の中央側端部に取り付けられた連結ボックス３１のボルト挿通孔を通して挿し込み、この
第２ボルト３３に連結ボックス３１の開口部３１ａから挿入された第２ナット３６を螺合
して締め付けるようにする。
【００８７】
　以上のように、前記複数の柱２，２の上端部間に、前記複数の梁構成部材３ａ，３ａ同
士を連結していくことで、これら複数の柱２，２の上端部間に前記梁３用の建築構造材２
０を架設できるようになっている。
【００８８】
　なお、本実施の形態の梁構成部材３ａ，３ａ，３ａは、図２に示すような構成とされて
いるが、これに限られるものではなく、適宜変更可能である。
　例えば、図７に示す梁３用の建築構造材２０は、中央の梁構成部材３ｂと、左右両側の
梁構成部材３ｂ，３ｂとを備えている。中央の梁構成部材３ｂは左右両側の梁構成部材３
ｂ，３ｂより左右の長さが長くなっており、左右の梁構成部材３ｂ，３ｂは左右の向きが
互いに逆となっている。また、これら中央の梁構成部材３ｂの両端部と、左右両側の梁構
成部材３ｂ，３ｂの中央側端部とは、互いに係合できるように構成されている。
　また、中央の梁構成部材３ｂの一対の棒状部材２１，２１は略等しい長さに設定されて
いる。また、左右両側の梁構成部材３ｂ，３ｂのそれぞれの一対の棒状部材２１，２１の
中央側端部は、腹材２２の中央側端部と揃うようにして設けられており、連結金具３０が
取り付けられる分の長さだけ、中央側へと突出している。また、これに伴って、前記中央
の梁構成部材３ｂの一対の棒状部材２１，２１の長さも設定されているものとする。
　このような構成の梁構成部材３ｂ，３ｂ，３ｂであっても、図２に示す梁構成部材３ａ
，３ａ，３ａと同様に、梁３用の建築構造材２０として用いることができる。
【００８９】
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　なお、前記建築構造材２０を用いて建物を施工する建物の施工方法は、以上のように、
前記複数の柱２，２の上端部間に、前記複数の梁構成部材３ａ，３ａ同士を連結していく
方法に限られるものではない。
　すなわち、まず、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる柱２を、床上に、互いに所
定の間隔をあけて複数配置する。
【００９０】
　続いて、前記梁３用の建築構造材２０の下縁に設けられる棒状部材２１を、前記複数の
柱２，２の上端部間に、該棒状部材２１を構成する複数の角材２１ａ，２１ａを軸方向に
連結しながら架設する。
【００９１】
　続いて、これら複数の柱２，２間に架設された棒状部材２１の上面に、該棒状部材２１
の長手方向に沿って前記複数の木質パネル２３，２３を取り付けるとともに、該複数の木
質パネル２３，２３を、前記複数の柱２，２の上端部間に架設する。
【００９２】
　そして、これら複数の柱２，２間に架設された複数の木質パネル２３，２３の上面に沿
って、前記梁３用の建築構造材２０の上縁に設けられる棒状部材２１を取り付けるととも
に、該棒状部材２１を、前記複数の柱２，２の上端部間に架設する。
【００９３】
　なお、複数の角材２１ａ，２１ａ同士も、前記梁３用の建築構造材２０の下縁に設けら
れる棒状部材２１の外側端部と、前記柱２用の前記柱２用の建築構造材２０，２０の中央
側に位置する棒状部材２１，２１同士も、上述の建物の施工方法と同様に、連結金具３０
によって連結する。
【００９４】
　以上のように、前記複数の柱２，２の上端部間に、前記梁３用の建築構造材２０を構成
する下方の棒状部材２１と、木質パネル２３と、上方の棒状部材２１とを順番に、かつ別
個に架設することで、これら複数の柱２，２の上端部間に前記梁３用の建築構造材２０を
架設できるようになっている。
　このような建物の施工方法を採用して建物を施工してもよいものとする。
【００９５】
　なお、このように梁３をなるべく長く構成することによって、建物の内部空間を広く取
ることができるので、間取り等の可変性を向上させることができる。このためにも、前記
建築構造材２０の強度をできる限り高めておく必要がある。
【００９６】
　本実施の形態によれば、前記建築構造材２０は、長手方向と直交する方向に所定の間隔
をあけて配置される一対の棒状部材２１，２１と、これら一対の棒状部材２１，２１間に
設けられるとともに、縦横の框材２４ａを矩形枠状に組み立ててなる枠体２４と、この枠
体２４の両面に貼設される面材２５とを有する木質パネル２３で構成された腹材２２とを
備えているので、腹材２２白体の強度を確保できる。さらに、この高強度な腹材２２を一
対の棒状部材２１，２１間に挟み込むようにして設けるので、例えば腹材２２だけで建築
構造材２０を形成するよりも、さらに高い強度の建築構造材２０を得ることができる。
　さらに、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる柱２の上端部に、前記建築構造材２
０を水平に配置してなる梁３の側端部が、互いの棒状部材２１同士を連結金具３０によっ
て連結するようにして接合されているので、柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１と、
梁３用の建築構造材２０の棒状部材２１とを強固に連結することができ、延いては、前記
柱２用の建築構造材２０と梁３用の建築構造材とを確実かつ強固に接合することが可能と
なる。
　そして、このように高強度な建築構造材２０同士を、確実かつ強固に接合できることに
よって、屋根や床等の上部構造の荷重や積載荷重を確実かつ十分に支持することが可能な
建物躯体１を構成することができので、建物躯体１の長期的な耐久性の維持を実現するこ
とが可能となる。
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【００９７】
　また、前記梁３用の建築構造材２０の一対の棒状部材２１，２１のうち、上方に位置す
る棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の上端面に載置されており、下方に位置
する棒状部材２１は、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面に取り付けられ
ているので、前記上方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用の建築構造材２０とを梁勝
ち納まりとすることができ、前記下方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用の建築構造
材２０とを柱勝ち納まりとすることができる。
　これによって、前記柱２と梁３とを、単に梁勝ちに納めたり、単に柱勝ちに納めたりす
る場合に比して強固に接合できるので、より高い強度の門型フレーム４を得ることができ
る。
　また、前記柱２用の建築構造材２０の下方に位置する棒状部材２１の端面と前記柱２用
の建築構造材２０の側面とを前記連結金具３０によって連結することによって、これら下
方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面とを強
固に連結することができるので、前記柱２用の建築構造材２０と梁３用の建築構造材とを
より確実かつ強固に接合することが可能となる。
【００９８】
　また、前記一方の角材２１ａに埋設固定した第１ボルト３２を連結ボックス３１に挿し
込み、この第１ボルト３２に連結ボックス３１の開口部３１ａから挿入された第１ナット
３５を螺合して締め付けるとともに、前記他方の角材２１ａに埋設固定した第２ボルト３
３を前記連結ボックス３１に挿し込み、この第２ボルト３３に前記開口部３１ａから挿入
された第２ナット３６を螺合して締め付けることによって、前記柱２用の建築構造材２０
の下方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１の側面と
を強固に連結することができる。
【００９９】
　また、前記梁３となる建築構造材２０の棒状部材２１の先端には、座金３８が設けられ
ているので、この座金３８によって前記棒状部材２１の先端を外側から補強できる。
　また、座金３８は、角材２１ａの端部の保護や緩み防止の機能を発揮するので、直立す
る柱２，２間に架設される状態の梁３の安定的な取付状態を維持できることとなる。
【０１００】
　また、前記延長ボルト３４を前記ボルト挿通孔２６に挿入固定するとともに、前記継手
ナット３４ａを介して前記第２ボルト３３と延長ボルトとを継手することによって、前記
第２ボルト３３を、前記柱２用の建築構造材２０に対して確実かつ強固に埋設固定できる
ので、前記柱２用の建築構造材２０の下方に位置する棒状部材２１と、前記柱２用の建築
構造材２０の棒状部材２１の側面とを、より強固に連結することができる。
　また、前記ボルト挿通孔２６の、第２ボルト３３と延長ボルト３４とが前記継手ナット
３４ａによって継手されるべき位置には、この継手ナット３４ａの形状に合わせて切り欠
かれた切欠部２６ａが形成されているので、前記延長ボルト３４に予め継手ナット３４ａ
を取り付けておけば、この継手ナット３４ａに対して前記第２ボルト３３を螺合させる際
に、この継手ナット３４ａは前記切欠部２６ａの形状に嵌まり合い、螺合させる第２ボル
ト３３と供回りすることがなく、強固に固定させることができる。
【０１０１】
　また、前記建築構造材２０は、長手方向と直交する方向に所定の間隔をあけて配置され
る一対の棒状部材２１，２１と、これら一対の棒状部材２１，２１間に設けられるととも
に、縦横の框材２４ａを矩形枠状に組み立ててなる枠体２４と、この枠体２４の両面に貼
設される面材２５とを有する木質パネル２３で構成された腹材２２とを備えているので、
腹材２２白体の強度を確保できる。さらに、この高強度な腹材２２を一対の棒状部材２１
，２１間に挟み込むようにして設けるので、例えば腹材２２だけで建築構造材２０を形成
するよりも、さらに高い強度の建築構造材２０を得ることができる。
　さらに、前記建築構造材２０を垂直に配置してなる建物下階の柱２の上方に、前記建築
構造材２０を水平に配置してなる梁３と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１
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り、これら建物下階および建物上階の柱２用の建築構造材２０，２０同士は、前記梁３用
の建築構造材２０と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）とを介して、互い
の棒状部材２１，２１同士を連結金具３０によって連結するようにして接合されているの
で、これら建物下階の柱２用の建築構造材２０の棒状部材２１，２１と、建物上階の柱２
用の建築構造材２０の棒状部材２１，２１同士を、前記建築構造材２０を水平に配置して
なる梁３と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）とを介した状態で強固に連
結することができ、延いては、前記建物下階の柱２用の建築構造材２０と建物上階の柱２
用の建築構造材２０とを確実かつ強固に接合することが可能となる。
　そして、このように高強度な建築構造材２０同士を、確実かつ強固に接合できることに
よって、屋根や床等の上部構造の荷重や積載荷重を確実かつ十分に支持することが可能な
建物躯体１を構成することができので、建物躯体１の長期的な耐久性の維持を実現するこ
とが可能となる。
【０１０２】
　また、前記延長ボルト３４を前記建物下階の柱２用の建築構造材２０の一対の棒状部材
２１，２１の端面にそれぞれ埋設固定するとともに、前記継手ナット３４ａを介して前記
第２ボルト３３と延長ボルトとを継手することによって、前記第２ボルト３３を、前記建
物下階の柱２用の建築構造材２０に対して確実かつ強固に固定できる。
　そして、この第２ボルト３３を前記貫通孔２７に挿通させるとともに、前記連結ボック
ス３１に挿し込み、この第２ボルト３３に連結ボックス３１の開口部３１ａから挿入され
た第２ナット３６を螺合して締め付けるとともに、前記建物上階の柱２用の建築構造材２
０の一対の棒状部材２１，２１の端面にそれぞれ埋設固定した第１ボルト３２を連結ボッ
クス３１に挿し込み、この第１ボルト３２に連結ボックス３１の開口部３１ａから挿入さ
れた第１ナット３５を螺合して締め付けることによって、前記建物下階の柱２用の建築構
造材２０の一対の棒状部材２１，２１と、前記建物上階の柱２用の建築構造材２０の一対
の棒状部材２１，２１とをそれぞれ強固に連結することができる。
　さらに、前記貫通孔２７に前記第２ボルト３３を挿通させるようにして、前記建物下階
の柱２用の建築構造材２０と、建物上階の柱２用の建築構造材２０との間に、前記梁３用
の建築構造材２０と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）が介在しているの
で、これら梁３用の建築構造材２０と建物上階の床（例えば胴差９および床パネル１１）
も、前記建物下階および建物上階の柱２用の建築構造材２０，２０に対して強固に接合す
ることができる。
【符号の説明】
【０１０３】
１　建物本体
２　柱
３　梁
４　門型フレーム
２０　建築構造材
２１　棒状部材
２２　腹材
２３　木質パネル
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